
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日
提
出

質

問

第

一

五

四

号

阪
神
大
震
災
二
十
一
年
、
東
日
本
大
震
災
五
年
経
過
後
の
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

井

坂

信

彦
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阪
神
大
震
災
二
十
一
年
、
東
日
本
大
震
災
五
年
経
過
後
の
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
一
六
年
は
阪
神
大
震
災
か
ら
二
十
一
年
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
五
年
が
経
過
し
、
震
災
復
興
に
向
け
て
国
を
挙
げ
て
取

り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
部
で
は
地
元
再
生
の
た
め
関
係
各
方
面
の
方
々
の
ご
尽
力
に
よ
っ
て
、
見
事
に
復
興
を
遂

げ
た
地
域
も
あ
る
。

し
か
し
、
被
災
し
た
人
々
の
生
活
は
今
も
な
お
再
建
の
た
め
の
支
援
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
現
状
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
被
災

者
生
活
再
建
支
援
法
に
関
し
、
以
下
の
質
問
を
す
る
。

一

一
九
九
八
年
に
成
立
し
た
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
は
、
二
度
の
改
正
を
経
て
全
壊
世
帯
に
最
大
三
百
万
円
が
支
給
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
今
も
な
お
支
援
の
隙
間
か
ら
も
れ
落
ち
る
被
災
者
が
い
る
た
め
、
抜
本
的
な
見
直
し
が
必
要

だ
と
主
張
す
る
専
門
家
が
い
る
。
具
体
的
に
は
、
現
状
の
支
援
金
は
住
宅
が
全
壊
、
大
規
模
半
壊
し
た
世
帯
に
限
ら
れ
、
半

壊
以
下
で
は
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
。

（
一
）

支
援
金
は
な
ぜ
住
宅
が
全
壊
で
な
い
と
支
援
が
得
ら
れ
な
い
の
か
。
半
壊
以
下
で
も
支
援
金
を
得
ら
れ
る
よ
う
な

制
度
を
検
討
し
て
い
な
い
の
か
。

（
二
）

住
宅
は
無
事
で
も
、
店
舗
や
仕
事
場
な
ど
生
活
の
基
盤
を
失
う
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
現
状
で
、
そ
の
よ
う
な
被
災
者

一



に
支
援
金
は
な
ぜ
支
給
さ
れ
な
い
の
か
。
住
宅
は
無
事
で
も
生
活
基
盤
を
失
っ
た
場
合
、
支
援
金
を
得
ら
れ
る
よ
う

な
制
度
を
検
討
し
て
い
な
い
の
か
。

二

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
は
、
同
法
施
行
令
第
一
条
に
お
い
て
、
「
自
然
災
害
に
よ
り
十
以
上
の
世
帯
の
住
宅
が
全
壊
す

る
被
害
が
発
生
し
た
市
町
村
の
区
域
に
係
る
当
該
自
然
災
害
」
と
規
定
す
る
な
ど
、
都
道
府
県
や
市
町
村
単
位
で
生
じ
た
災

害
の
程
度
に
よ
っ
て
適
用
範
囲
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
自
然
災
害
は
行
政
区
域
と
は
関
係
な
く
発
生

す
る
も
の
で
あ
り
、
行
政
区
域
ご
と
の
被
害
世
帯
数
に
よ
っ
て
適
用
を
決
め
る
こ
と
は
甚
だ
不
合
理
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
自

治
体
ご
と
に
面
積
や
人
口
密
度
が
異
な
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
適
用
範
囲
を
都
道
府
県
や
市
町
村
単
位
で
決
定
す
る
の

か
。
行
政
区
域
に
関
わ
ら
ず
、
同
一
の
災
害
で
被
害
を
受
け
た
世
帯
に
支
援
を
行
う
べ
き
と
の
検
討
は
行
わ
れ
て
い
な
い
の

か
。

右
質
問
す
る
。

二


